
令和８年７月 10 日 埼玉県警察本部警務部警務課 

 

埼玉県警察職員募集ガイド及び埼玉県警察採用ＰＲ動画制作にデザインコンペ実施要領 

 

１ 実施の趣旨 

  本県警察の魅力を広く周知し、本県警察職員の業務や各種制度を分かりやすく紹介し、特に採用

試験の受験年齢層から支持される資料を制作することを目的として、専門的な知識や技術を有する

事業者に対して広く公募を行い、最も魅力的なデザイン案を提案した事業者に制作業務を委託する

ため、デザインコンペ（以下、「コンペ」という。）を実施するもの。 

２ 委託予定額 

  4,275,000 円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 

３ 委託業務内容 

  別添「埼玉県警察職員募集ガイドの企画・版下制作業務委託等の仕様書（案）」のとおり 

４ コンペ参加申込み 

  コンペへの参加を希望する者については、次のとおり提出物を期限までに提出すること。 

 (1) 提出物 

  ア コンペ参加申込書（様式１） 

  イ 会社概要調書（様式２） 

    ※ 会社案内等のパンフレットがあれば併せて提出すること。 

  ウ 類似業務実績調書（様式３） 

 (2) 提出方法 

   持参、郵送又は電子メールとする。 

 (3) 提出（郵送）先 

   〒330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－15－１ 県庁第二庁舎１階 

    埼玉県警察本部警務部警務課採用センター（担当 越岡） 

    E-mail：keimuka-saiyo@mail.police.pref.saitama.jp 

 (4) 提出期限 

   令和８年７月 21 日（火）午後５時まで（当日消印有効） 

   ※持参の場合は、平日午前９時から午後５時までとする。 

５ コンペ作品（案）提出 

 (1) 提出期限及び提出先等 

   令和８年８月 14 日（金）午後５時まで（必着） 

   提出先はコンペ参加申込書等提出先と同様とし、提出方法については持参又は郵送とする。 

 (2) 提出物 

  ア 募集ガイド 

    企画構成書は以下の構成とする。 

   (ｱ) 規格は原寸大（Ａ４判、フルカラー）とし、別紙「ガイド構成内容（案）」に記載の１～ 

    ３項（表紙及び導入の見開き）、６項（地域部の業務紹介）、16 項（年代別年収モデル）、 

    20 項（子育て職員の活躍）の合計６ページ作成すること。 

   (ｲ) １業者１点まで提出可とし、１作品につき３部提出すること。 

   (ｳ) 見出し、リード文はオリジナルの文章を作成すること（写真、その他の文章はダミー）。 

  イ PR 動画 

    企画提案書は以下の構成とする。 

   (ｱ) 表紙は、表題として「埼玉県警察採用 PR 動画」とすること。 



   (ｲ) 目次を設けること。 

     (ｳ) 動画イメージ、構成案を作成すること。 

   (ｴ) １業者１点まで提出可とし、１作品につき３部提出すること。 

  ウ 納品までの制作スケジュール 

  エ 業務実施体制 

  オ 見積書 

   (ｱ) 宛名は「埼玉県知事 大野元裕」とする。 

   (ｲ) 見積書の作成日付、事業者所在地、事業者正式名称、代表者役職・氏名、事務担当者氏名 

    を明記すること。 

   (ｳ) 金額については、内訳（税抜）を記載するとともに、税抜金額合計とそれに基づく消費税 

    及び地方消費税をそれぞれ明記し、それらを合わせた総額金額を表記すること。 

  カ 趣意書（様式４） 

   (ｱ) 趣意書作成の目的は、審査の際に各事業者のデザインコンセプトやアピールポイント等を 

    あらかじめ把握して審査の参考とするものである。 

   (ｲ) 趣意書の表現等が審査の結果に直接反映するものではない。 

６ 委託先の選定 

  埼玉県警察職員の投票による結果を考慮の上、候補作品を１点選定する。 

  なお、選定の結果については、コンペ参加者に対する選定結果通知（書面）にて行う。 

７ その他留意事項 

 (1) 次の各号のいずれかに該当する申込みは無効とする。 

  ア 談合その他不正行為が行われたと認められるもの。 

  イ 参加資格の審査の結果、資格がないと認められるもの。 

  ウ 虚偽の申請により資格を得たものが提出したもの。 

  エ 指定する提出期間を超えて提出（到達）したもの。 

 (2) コンペ作品（案）の提出事業者が１社のみであった場合など、やむを得ない理由等により、コ 

  ンペを実施することができないと認められる場合は、コンペを停止、中止又は取り消すことがあ 

  る。 

   なお、この場合において、当該コンペに要した費用を埼玉県警察に請求することはできない。 

 (3) 選定されたコンペ作品を提案した事業者にあっては、業務委託契約締結後、選定されたコンペ 

  作品（案）に基づき、埼玉県警察と内容等について協議、調整を行うものとする。 

   その際、作品（案）の内容等を双方の協議の上で変更する場合がある。 

８ 照会先 

  埼玉県警察本部警務部警務課採用センター 

  担当：越岡  電話 048-832-0110（内線 2648） 

  E-mail：keimuka-saiyo@mail.police.pref.saitama.jp 

 


